
 
 

 

大
阪
府
の
施
設
に
お
け
る
国
旗
の
掲
揚
及
び
教
職
員
に
よ
る
国
歌
の
斉
唱
に
関 

す
る
条
例 

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日 

大
阪
府
条
例
第
八
十
三
号 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
、

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及
び
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

府
の
施
設
に
お
け
る
国
旗
の
掲
揚
及
び
教
職
員
に
よ
る
国
歌
の
斉
唱
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
府
民
、
と
り
わ
け
次
代
を
担
う
子
ど
も
が
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
育

ん
で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
意
識
の
高
揚
に
資
す
る
と
と
も
に
、
他
国
を
尊
重
し
、

国
際
社
会
の
平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
並
び
に
府
立
学
校
及
び
府
内
の
市

町
村
立
学
校
に
お
け
る
服
務
規
律
の
厳
格
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
府
の
施
設
」
と
は
、
府
の
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学

校
の
施
設
そ
の
他
の
府
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
施
設
（
府
以
外
の
者
の
所
有

す
る
建
物
に
所
在
す
る
施
設
及
び
府
の
職
員
の
在
勤
す
る
公
署
で
な
い
施
設
を
除
く
。
）
を
い

う
。 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
教
職
員
」
と
は
、
府
立
学
校
及
び
府
内
の
市
町
村
立
学
校
の
う
ち
、

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
校
長
、
教
員
そ
の
他
の
者
を
い
う
。 

（
国
旗
の
掲
揚
） 

第
三
条 

府
の
施
設
に
お
い
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の
施
設
に
あ
っ
て
は
、
府
民
の
利
用

に
供
す
る
時
間
）
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
者
の
見
や
す
い
場
所
に
国
旗
を
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

（
国
歌
の
斉
唱
） 

第
四
条 

府
立
学
校
及
び
府
内
の
市
町
村
立
学
校
の
行
事
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国
歌
の
斉
唱
に

あ
っ
て
は
、
教
職
員
は
起
立
に
よ
り
斉
唱
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
身
体
上
の
障
が

い
、
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
起
立
、
若
し
く
は
斉
唱
す
る
の
に
支
障
が
あ
る
と
校
長
が
認
め

る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
よ
る
服
務
の
監
督
の
権
限
を
侵
す
も
の
で
は

な
い
。 附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      


